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■リレー日記～神社～ 
 まだまだ寒さも厳しい時期

ではありますが、皆様いかがお過

ごしでしょうか。 

私は今年も元気に過ごせるよ

うに、年始にパワースポットで有名な三峯神

社(みつみねじんじゃ)に行こうと電車で向か

いました。三峯神社へは西武秩父駅からバス

で向かうことになります。 

 

昨年も三峯神社に行こうと思って出かけ

たのですが、残念なことに三峯神社行きのバ

スがお昼過ぎ頃に終了してしまい断念。今年

こそはと早い時間から出発したのですが、西

武秩父駅を降りると人、人、人で大勢賑わっ

ています。 

バス停に行くと「混雑回避のため午前 10

時の便で終了」との貼り紙が。少し到着が遅

かったようです。 

三峯神社とはなかなか縁がないのかと落

胆しておりましたが、近くを見渡すと「トヨ

タレンタカー」の看板が目に入ります。よし、

車で行こうとお店に向かうと、空きの車が一

台あるとのこと。ですが、店員さんが「今日

は行ったらだめだよ！」と言います。神社ま

での道のりは一本道で大混雑しているから、

戻って来るころには夜になってしまうとの

こと。 

 

結局、三峯神社に行くのはあきらめて、近

くの別の神社にお参りに行きました。その神

社は「宝の山を登る」と書いて宝登山（ほど

さん）神社。なんだか縁起の良さそうな神社

で、今年も良いことがありそうな気がしま

す。(上原) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今年も西恋山イベントが開催
予定されます 

来る 3 月 20 日

（木・祝）、品川区の

3 商店街が主催する

西恋山イベントが開

催されます。今年か

ら西小山駅前のイル

ミネーションは終了

しましたが、西小山

を元気にするこのイ

ベントは、引き続き

実施されます。 

 

今回のイベントは、大きく 2 つの内容で構

成されています。ひとつは西小山駅前でのマ

ルシェ（ニシコヤマルシェ）、もうひとつは

「カレーフェス＆街中クイズ」です。 

ニシコヤマルシェでは、主に物販を中心と

した出店が並び、珍しい食料品や雑貨を扱う

お店が軒を連ねます。滅多に手に入らないこ

だわりの商品等の魅力的な品々が揃う予定

です。買い物を楽しみながら、新たなお気に

入りを見つけてみてはいかがでしょうか。 

カレーフェス＆街中クイズでは、イベント

協賛店で対象のカレーを購入された方に「に
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こらちゃんオリジナルシール」をプレゼン

ト。さらに、街中の参加店舗を巡ってクイズ

に挑戦し、正解をイベント本部に持ち帰ると

「にこらちゃんオリジナルグッズ」がもらえ

ます。参加するだけで、楽しみながら西小山

のお店を知るきっかけにもなりますので、お

友達やご家族と一緒に参加するのにうって

つけですね。 

 

3 月 20 日頃には、春の訪れを感じられる

暖かさになっていることと思います。花粉が

気になる季節ではありますが、少しずつ日も

長くなり、心地よい陽気のなか散策を楽しむ

のにぴったりの季節です。初春の祝日は、ぜ

ひ西小山の街を訪れ、マルシェやカレーフェ

ス、街中クイズを楽しんでみてはいかがでし

ょうか？(林) 

 

■「寿(コトブキ)相続」の基礎知
識～遺言書がある場合の遺産分
割協議～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回も遺産分割協議についてお話ししま

す。前回、遺言書がない場合には相続人全員

で遺産分割協議を行う必要があると説明し

ました。一方、遺言書がある場合には、原則

としてその内容に従い、受遺者（遺言で遺産

を取得すると指定された者）に遺産が引き継

がれます。 

では、遺言書に書かれた内容どおりに必ず

遺産を分けなければならないのでしょう

か？結論から申し上げると、相続人全員の合

意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割

協議を行うことが可能です。この点について

参考となる裁判例があります。 

 

「・・・このような遺言をする被相続人(遺

言者)の通常の意思は、相続をめぐって相続

人間に無用な紛争を生じることを避けるこ

とにあるから、これと異なる内容の遺産分割

が前相続人の意思に反するとはいえない。被

相続人が遺言と異なる遺産分割を禁じてい

る等の事情があれば格別、そうでなければ、

被相続人により拘束を全相続人に及ぼす必

要はなく、むしろ全相続人の意思が一致する

なら、資産を承継する当事者たる相続人間の

意思を尊重することが妥当である。」 

(さいたま地判平成 14 年 2 月 7 日) 

 

つまり、被相続人が遺言で「遺言書の内容

どおりに遺産を分けること」と明示的に定め

ていない限り、相続人全員の合意があれば、

遺言書の内容と異なる遺産分割を行っても

問題ないということです。ただし、「全相続

人」の合意が必要なため、一人でも反対する

相続人がいる場合には、遺言書のとおりに遺

産を分けることになります。 

 

では、相続ではなく「遺贈」の場合にはど

うでしょうか？ 

遺贈とは、法定相続人以外の個人や団体に

対し、遺産の全部または一部を譲ることを指

します。遺贈者（財産を遺贈する人）は、受

遺者（遺贈を受ける人）のためを思って財産

を譲ろうと考えているでしょう。しかし、受

遺者は遺産の受け取りを拒否（放棄）するこ

とが可能です。 

特に、「特定遺贈」（たとえば「●●銀行

の預金口座」や「●●マンションの 101 号

室」など、特定の財産を指定する遺贈）の場

合、受遺者はその財産を放棄できます。放棄

された財産は相続財産に戻り、遺産分割協議

の対象となります。この際、遺贈を放棄した

受遺者も、分割協議に参加できます。放棄し

たのに分割協議に参加できるのも少し不思

議ですが……。 

相続人全員が「この遺言書どおりの遺産分

割には応じられない！」という事態が起こる

遺言書もあります。例えば、「愛人に全財産

を遺贈する」など、法定相続人にとって極端

に不利な内容の遺言書です。また、実情に合

わない内容の遺言書も、争いの原因になりか

ねません。 

せっかく遺言書を作成するのであれば、相

続人間のトラブルを避ける内容にしておき

たいものですね。（林） 
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■上原の不動産屋でのドタバタ
日記～押さえ置き～ 

今回は「物件を押さえておく」

についてお話ししたいと思いま

す。物件を「押さえておく」とい

うのは、お客様がひとまずお申込

みを入れて物件を確保しておくことです。特

に繁忙期には直面することがあります。最近

は少なくなりましたが、一昔前はお客様や仲

介会社様から「この物件を押さえておきた

い」というご要望をいただくことがありまし

た。 

 

お客様としては、複数の物件を比較検討し

ながら、慎重に判断を進めたいという思いが

あります。これは住居物件だけでなく、事務

所や店舗物件でも同様です。入居を検討され

る方にとっては、ごく自然な要望といえるで

しょう。 

しかしながら、管理側の立場からすると、

特に人気物件においてはこのご要望に応え

ることが難しい状況です。その理由として、

①多くの問い合わせがある中で、具体的な契

約意向をお持ちの方が他にいらっしゃる場

合が多い、②押さえ置き後のキャンセルリス

クがある、③空室期間の長期化が経営に直接

影響する、といったことが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

このように、お客様の「じっくり検討した

い」というお気持ちと、管理側の「速やかに

契約を締結したい」という考えの間には、ど

うしても隔たりが生じてしまいます。 

基本的にはどの管理会社も押さえ置きを

お断りする方針だと思います。当社も同様で

す。状況に応じて個別にご相談させていただ

く場合もあると思いますが、お客様には丁寧

にご説明し、ご理解いただくことが大切だと

思います。 

 

■読書案内～ 3 年間で空室
1688 室を埋めたコンサルタン
トが教える空室対策術～ 

 賃貸住宅の空室は、

オーナー様にとって頭

の痛い問題です。そん

な悩みを抱えるオーナ

ー様に、ぜひ手に取っ

ていただきたい一冊

が、山岸加奈さんの「空

室対策術」です。本書

は、単なる空室対策の

ノウハウ本ではありま

せん。著者の山岸さん

自身が空室に悩み、試行錯誤を繰り返してき

た経験に基づいた、実践的なアドバイスが満

載です。 

特に印象的だったのは、「出会って 6 秒で

印象が決まる」という言葉を賃貸住宅にも当

てはめ、第一印象を重視した部屋作りの重要

性を説いている点です。ターゲットとなる入

居者のペルソナ設定からコスト意識、入居者

目線に立った DIY や設備投資まで、具体的な

アイデアが満載で、すぐにでも実践できるも

のばかりです。 

例えば、ペルソナ設定では具体的な入居者

像をイメージすることで、効果的な対策を打

ち出すことが可能になります。また、費用対

効果を意識したリフォームや設備投資は、コ

ストを抑え入居者の満足度を高めるための

重要なポイントとなります。 

本書を読んで、空室対策とは多角的なアプ

ローチが必要であることを改めて認識しま

した。そして、何よりも、入居者のニーズを

理解し、満足度を高めるための工夫を凝らす

ことが、満室経営への近道であることを学び

ました。（山岸加奈著・プラチナ出版刊・

2020 年) (吉長) 

 

■賃貸住宅修繕共済を「利回り」
で見てみよう！ 

 大規模修繕費用を経

費計上でき、所得税の

軽減と大規模修繕資金

の確保を同時に実現で

き、なおかつ相続税対

策にもなる「賃貸住宅

修繕共済」。 

 

今回は「利回り」という

これまでとは違う観点
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から修繕共済のメリットについてお話して

まいります。 

 

 以前取り上げた例をもとに説明いたしま

す。 

【事例】 

・契約者：西小山太郎さん 

・全 10 戸の木造アパートを 1 棟所有 

・家賃と年金で年間収入 1000 万円 

・毎月の掛金は 5 万円 

・共済の契約期間：10 年 

 

修繕共済では、毎月 5 万円を修繕共済組合

に支払いますので、年間で 60 万円、10 年

間で 600 万円の現金支出が発生します。ま

た、共済を利用する際にかかるシステム利用

料が 10年間で37.6万円ほど別途かかりま

す。そのため、満期時に受け取れる金額は

600 万円からこの 37.6 万円が控除された

約 562 万円になります。 

これだけ聞くと「37.6 万円も損してしま

う！」と思われますよね。でも違うのです。

節税効果を考慮するとお得になるのです。 

修繕共済費用は全額経費化できます。その

ため共済費用が月 5 万円の場合、所得税(復

興特別所得税含む)と住民税を合わせて、年

間の納税額が約 26 万円減ります。10 年間

に直すと、減税額は約 260 万円です。 

つまり、毎年 60 万円払っていますが、実

際の納税額は 26 万円減っていますので、正

味の支払額は 60 万円－26 万円で 34 万円

程度なのです。 

これを 10 年間に直すと、34 万円×10

年で340万円です。つまり、10年間で 340

万円を支払うことで、満期時には 562 万円

を手にできるということなのです。 

 

 それでは、この修繕共済を投資に見立てて

「利回り」で捉えてみましょう。 

10 年間、毎年 34 万円現金支出(60 万円

－26 万円)があり、満期には 562 万円を受

け取れるため、細かい計算は省きますが、西

小山太郎さんのケースでは利回り(内部収益

率)は 10.76％になります。例えば金融機関

の定期積金でも利息は良くて 0.3％ですの

で、その差は歴然ですよね。 

 

詳しい説明をお聞きになられたい方は、当

社までお気軽にお問い合わせください！

TEL：0120-76-2011 

 

■【勧誘一切なし！】 
「コトブキの不動産管理」無料
相談会のお知らせ 

当社の不動産管

理について無料相

談を実施しており

ます。 

「今は必要ない

けれども、ちょっ

と話をきいてみた

い」、「他社に管理

を任せているけれども、コトブキの管理内容

も知りたい」など、今すぐ管理を依頼したい

という方でなくても結構です。不動産管理以

外のご相談についてもご希望がありました

ら応じさせていただきます。勧誘行為は一切

いたしませんので、安心してご相談くださ

い。 

【お申込み方法】 

ご相談時間は 1 時間 です。完全予約制とな

っており、ご予約はお電話にて承ります。 

お電話の際に「無料相談」とお伝えいただけ

ますと幸いです。 

電話番号：0120-76-2011 

 

■3 月と 4 月の休業予定日 
3 月と 4 月の営業カレンダーは以下のと

おりです。オレンジ色は定休日、青色は定休

外休日です。 

休業日は予告なく変更される場合があり

ます。変更の際は当社ホームページにてお知

らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■2 月の管理物件稼働率 

2 月の当社管理物件の稼働率は 97.40％

でした。 


